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■渡航に際しての必要申請書類・オンライン申請 について  

こちらは、ご旅行者様 ご本人のスマートフォンによる申請 となります。

申請に際しては、『パスポート』 と 『Eケットなど、フライト便名が分かるもの』  をお手元にご用意の上で進めてください。

Ⅰ. 往路　経由地グアム入国

　　 グアムにおいて往路・復路ともに、①米国入国手続き、②税関検査を行っていただきます。

①米国入国審査

　＝米国入国用の 『ESTA』 、もしくは  『G-CNMI ETA 』 のどちらかが必要となります。＝

   ・『ESTA』 を既に取得されている方

       パスポートに紐づけされておりますので、書類等お持ちいただく必要ありません。　ただし、ESTA有効期間は発行日から2年間となりますので、

       ご出発前に有効期間内であることを確認をしておいてください。  尚、これからESTA申請をする場合、申請料 $21.00 がかかります。

       また、新規申請から発行までに約5日間 かかります。

   ・『ESTAをお持ちでない方』　⇒『G-CNMI ETA』 が必要 HP: https://g-cnmi-eta.cbp.dhs.gov/　　
　　 　　　米国　国土安全保障省公式ウェブサイト　

     　電子渡航認証 『G-CNMI ETA 』 をオンラインで申請、取得をしてください。 　　　　　　　　　　　　    　G-CNMI申請　公式ウェブサイト

　　　 出発の7日前までに申請、遅くとも5日前までに取得してください。上記サイトよりサイトより申請を進めてください。

　　　 この 『G-CNMI ETA』 の申請は無料です。一度登録すると、最大2年間有効となり再申請の必要はありません。

       　  ※尚、従来の 『I-736 (ビザ免除プログラム)用紙』 は一切使用できなくなりましたのでご注意ください。

　　　　   ※グアム入国に際してのご案内として、グアム政府観光局HPもご参照ください。　URL: https://www.visitguam.jp/planning/immigration-to-guam/

           ※質問項目の中で、米国での連絡先とありますが、「UNKNOWN」 を選択して先に進めてください。

②グアム電子税関申告書（オンライン登録） HP: グアム電子申告書 (visitguam.jp)

　　グアム到着の72時間前より、グアム政府観光局サイトより予めご自身の携帯に                            グアム税関申告書

　　オンライン登録を済ませて、申請登録完了後にQRコードを写真(スクリーンショット）にとり保管してください。

      ※設問の中で”グアムでの滞在先” を尋ねられますが、”TRANSITING” (乗り継ぎ) としてください。

         最終目的地は　”KOROR”　としてください。

　　　※2025年2月以降、従来の紙の用紙に記入したものでは不可となりました。

　　　　　　　　　　　　　　　　　※言語を”日本語”に選択して下さい

Ⅱ. パラオ入国

パラオエントリーフォーム の入力（オンライン登録） HP: パラオ入国フォーム (palautravel.pw)

　　2023年より、パラオ入国に際してオンライン入国書 (PALAU ENTRY FORM) に一本化されました。

　　右側の QRコードからダウンロードして必要項目を入力し、最後に ”SUBMIT” をクリックして携帯内に情報を入れてください。

　　"言語" 選択項目 を”日本語” に選択してください。          　   　　　　　　　　               パラオエントリーフォーム

     　 ・パラオ到着の72時間前から入力・QRコードの取得が可能となります。あらかじめ到着前に

　　　　　ご用意いただきますようお願いします。

　　　　・入力後のQRコードはスマートフォンでスクリーンショットにして保存するか、登録した E-mailアドレスに

　　　　　届いたものを印刷してご持参下さい。
　　　                        ※言語を”日本語”に選択して下さい

　　 　 ・旅行者おひとり、もしくは１家族につき一つのフォームへの入力が必要です。

    　　　 ※もし事前入力が難しい 又はスマホ携帯をお持ちでない方は、パラオ到着飛行機降機後に、設置されたパソコンにて

　　　　　　　情報登録が必要となります (これまでのエントリーフォーム(紙書類) を記入しての入国は認めらなくなりました ）。

　　　　・フォーム内の質問で、「パラオ電話連絡先電話番号」 の問いがありあますが、インパックツアーズ電話番号　”488-0606" として入力ください。

Ⅲ. 復路(帰国時)　経由地グアム入国

復路（帰国時）の時にも往路の時と同様の入国手続きを行います。

「グアム電子税関申告書 」 は、グアム到着の72時間前から手続き可能となります。なるべくパラオに滞在中、出国される前に

登録を済ませておいた方が便利です。上記ご案内の Ⅰｰ②　をご覧いただき申請をお願いします。

グアム・パラオ入国手続きのご案内　(重要です)

https://www.visitguam.jp/planning/edf-jp/
https://palautravel.pw/

